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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年12月17日(2020.12.17)

【公表番号】特表2020-500054(P2020-500054A)
【公表日】令和2年1月9日(2020.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2020-001
【出願番号】特願2019-522941(P2019-522941)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ   5/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ    5/32     ５１０Ｈ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月30日(2020.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射するためのシステムであって、
　近位開口及び遠位針インターフェースを規定する注射器本体と、
　プランジャ内部を規定し、前記注射器本体に対してストッパ部材を挿入するように手動
で操作されるように構成されたプランジャ部材であって、
　　前記プランジャ内部に配置された針保持特徴と、
　　前記プランジャ内部に配置されたエネルギー貯蔵部材と、
　　前記プランジャ内部に配置されたエネルギー貯蔵部材ラッチ部材と、を含むプランジ
ャ部材と、
　前記注射器本体の前記遠位針インターフェースに連結された針ハブアセンブリであって
、
　　細長針近位部分とカラー部分と近位先端とを含む針近位端特徴を有する針と、
　　ハブと、
　　前記ハブに前記針を連結するように構成された針ラッチ部材と、を含む針ハブアセン
ブリと、を備え、
　前記針は、前記エネルギー貯蔵部材ラッチ部材をラッチ状態からラッチ解除状態に変形
させるために前記注射器本体に対して前記プランジャ部材を操作すると、少なくとも部分
的にプランジャ内部に格納可能であり、
　前記エネルギー貯蔵部材ラッチ部材は前記プランジャ部材の内面と前記針保持特徴との
間で相互連結され、
　前記細長針近位部分が、実質的に一定の第１断面直径を有し、
　前記カラー部分が、第２断面直径を有し、
　前記第２断面直径が前記第１断面直径より大きく、
　前記カラー部分が環状遠位対向面を備え、
　前記針保持部材は、前記針が前記針保持特徴に連結された時に、前記環状遠位対向面と
協働して前記針保持特徴に対する前記針の遠位側への移動を妨げる複数のラッチ部材を有
する受け部材を備え、
　前記受け部材は、その遠位端に配置された剛性リングを有する、ことを特徴とする注射
するためのシステム。
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【請求項２】
　前記針が、前記針の格納を開始するために前記ストッパ部材を貫通するように構成され
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記針が前記針保持特徴に連結された時、前記環状遠位対向面が、前記針保持特徴に対
する前記針の遠位側への移動を妨げるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記針近位端特徴は近位向きテーパ面をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記近位向きテーパ面が近位尖端円錐を規定する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記複数のラッチ部材が２つのラッチ部材から構成され、
　前記２つのラッチ部材の各々はアーチ形の断面幾何学的形状を有する、請求項１に記載
のシステム。
【請求項７】
　前記複数のラッチ部材が４つのラッチ部材から構成される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記受け部材が複数のスリットをさらに有しており、前記複数のスリットの各スリット
が前記複数のラッチ部材のうちの２つのラッチ部材の間に配置されている、請求項１に記
載のシステム。
【請求項９】
　前記受け部材は、前記針近位端特徴が前記受け部材を越えて近位側に移動することがで
きる開放構成と、前記針近位端特徴が前記受け部材を越えて遠位側に移動することができ
ない休止構成と、を有し、
　前記受け部材が前記開放構成にある時よりも前記受け部材が前記休止構成にある時に前
記複数のラッチ部材は互いにより近い、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記受け部材が前記休止構成にあるように前記複数のラッチ部材が互いにより近くに移
動するように付勢される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記複数のラッチ部材は、前記針近位端特徴が前記受け部材を越えて近位側に移動させ
られて前記受け部材を前記開放構成に配置する時に互いに離れるように移動するように構
成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数のラッチ部材は、前記受け部材が前記休止構成に戻されるように前記針近位端
特徴が前記受け部材を越えて近位方向に移動した時に互いに近くに移動するように付勢さ
れ、その結果、前記複数のラッチ部材と前記針近位端特徴の前記環状遠位対向面との間の
相互作用が前記針保持特徴に対する前記針の遠位側への移動を妨げる、請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記針近位端特徴は近位開口及び中空内部を含む、請求項１に記載の針アセンブリ。
【請求項１４】
　前記針は、管状部材であって、当該管状部材の内部が前記針近位端特徴の前記中空内部
に流体連通するように前記近位端特徴に連結された管状部材を備え、
　前記管状部材が側面開口を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記針が、前記ストッパ部材を前記針上で押すために必要な遠位力を増大させるように
構成された肩部を備える、請求項１３に記載のシステム。　　　　　　　
【請求項１６】
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　前記近位開口は、前記針近位端特徴の鈍った縁部によって規定される、請求項１３に記
載のシステム。　
【請求項１７】
　前記細長針近位部分が中実である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記針の前記近位先端が第３断面直径を有し、
　前記第１断面直径が前記第３断面直径より大きい、請求項１に記載のシステム。
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